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１一般質問報告 

１） 公共施設の使用料・手数料値上げの根拠・ガイドラインを問う 

２） PFASの汚染から市民の命と健康を守るために、環境基本条例を持つ日野市として積

極的な取り組みを！ 

３） 構造的欠陥機・オスプレイの飛来は中止を！ 

 

 

１）公共施設の使用料・手数料値上げの根拠・ガイドラインを問う 

日野市は、手数料、使用料等は市としての一定の統一的な視点により、公共施設の運営管

理や行政サービスの提供に要する費用、社会経済状況、市民の価値観やサービスの利用実

態の変化を踏まえて設定し、検証の上で見直すことが必要とし、適正な額を検討するために

「めやす」を示す目的で、手数料、使用料日野市手数料、使用料等の設定に関するガイドライ

ンを作成しました。2018年（平成 30年）9月に施行され 2023年（令和 5年）3月 24日

に改定されました。 

ガイドラインでは見直しの周期を、原則として施設・行政サービスごとに最長で 4年ごとに

検証・見直すとしています。今年は、その 4年にあたりさまざまな使用料の見直しがされまし

た。七生公会堂ホール、市民会館（小・大ホール・会議室等）、ふれあいホール、市民プール、

東部会館プール、交流会館、男女参画会議室、市民農園、ファーマーズセンター、火葬場、 

 

質問内容 

１）ガイドラインに沿った改定額になっているのか 

２）ガイドラインは公共施設の根本的な在り方である設置目的、果たすべき役割や市民の暮ら

しを考慮した事項が抜け落ちているのではないか。市民の暮らし、経済状況を考慮すること

をガイドラインに明記することを求める。 

 

１）ガイドラインに沿った改定額になっているのか 

 

使用料の料金改定にあたっては、基準額の算定方法に沿って算定した後、4点の考慮事項

①市内の類依施設との料金比較②市内の地域性の考慮③近隣自治体との料金比較④市場

価格との均衡等が定められており、改定にあたってこの 4点の項目が見直しのカギを握って

います。 

つまり、基準額が算出されその結果、現行額よりマイナスと出たとしても、使用料を下げると



いうことはせずこの 4点の考慮事項でもって検討されます。市民会館会議室等、交流センタ

ー、ふれあいホールのコミュニティーホールは基準額がマイナスと算出されても改定額は据

え置きとなりました。 

答弁の中でも、近隣の施設や市内の施設等の比較でこの結果となったとしています。 

 

２）市民の暮らしを考慮した事項をガイドラインに明記するよう求める 

市側答弁 

ガイドラインでは物価上昇を使用料に対して自動的に反映する物価スライドを採用してい

ない。そのため、物価上昇面にある現在においても、4年に一度の見直し対象期間を迎えて

いない施設については、使用料を据え置いている状況にある。このことは、昨今の物価上昇

を考慮すると実質ベースにおいては使用料を減額していると意味すると考えている。ガイドラ

イン上、物価スライドを採用しないことにより、物価上昇下における市民生活への配慮させて

いただいているものと認識している。じょうすでにガイドラインに規定されているとし、また、維

持管理費について、税負担と利用者負担の割合が定められているなど答弁がありました。 

市長の答弁 

市民生活、各事業者が苦しんでいるのは事実であります。ただ、一方で同じように公共施

設を抱え運営している日野市の予算においても、物価高によって大幅な光熱水費、電気料金

の持ち出しがあってということで、非常に予算の増加、持ち出しが余儀なくされています。そ

の辺もちょっと考えざるを得ないのかなと思います。 

今のガイドラインが完全なものであるとは思っていませんし、…今後もよりよいガイドラインを

作っていくことで、市民の方々にご納得していただけるようなその努力はしていきます。 

 

２） PFASの汚染から市民の命と健康を守るために、環境基本条例を持つ日野市と

して積極的な取り組みを！ 

①市の PFAS汚染に対する認識を問う 

市側答弁 

横田基地の泡消火剤との因果関係は明らかとなっていないが、東京都の地下水概況調

査にて、多摩川以北の一部の自治体で PFOS及び PFORの高い数値が確認されてい

る。基地周辺自治体に隣接する日野市においても、この状況について、引き続き中止して

いく。 

しかしながら、現在の段階では、PFASに関する確定的な知見はなく、環境省、厚生省が

連携し、最新の科学的知見の収集や暫定目標値の取り扱いの検討等が専門的により進

められている段階であり、PFASの地下水等への残留の明確な原因が定まっているわ

けではない。そのため、今後も、国や東京都の動きを注視しつつ、市民の健康と安心安全

のため、情報収集に努めていく。 

②積極的な調査や市民の窓口を設置するよう求める 



市側答弁 

東京都環境局が水質汚濁防止法に基づき、平成 6年度より地下水水質調査を実施して

いる。都内 260地点を 4年ごとに調査をするものであり、PFOS,PFOAを含めた調査

は令和 3年度から行っている。当初は、令和 6年度に全地点の調査が終了する予定だ

ったが、ＰＦＡＳにおける国内の動きを考慮し、調査を 1年前倒しし、令和 5年度に調査

を終了する予定になっている。前倒しに合わせて、調査地点を拡充する予定です。 

日野市は東京都と協議し市内の調査地点を拡充するよう働きかけをしているところ。 

現在、国や都で基準値が定まっておらず、調査結果を判別することができない状況とな

っている。また、調査については、一律の基準や手法等の下に行われることが望ましいと

考えている。そのため、市単独の調査ではなく、東京都と連携した調査を引き続き進めて

いく。 

相談窓口については、東京都が開設しているので日野市単独で行うことは考えていな

い。 

市長答弁 

ＰＦＡＳ，ＰＦＯＳについて知見はありませんが、当然私の認識としては、恐ろしくとんでも

ない毒性があると認識をしております。 

海外においてはそういう扱いをしている国もありますが、日本においてはまだ、そこの作

業が遅れて横田飛行場において 3件の泡消火剤の漏出…それ以外に汚染源として横田

基地もありますし、半導体の工場など、様々な工場などの可能性があったこと。汚染源の

特定をしなければならないし、汚染源はかなり広域的にやっていかなければならないし。

米軍基地の場合については、当然、日本地位協定等が一つの障壁になってしまうのかな

とおもいますけれども。いずれにしろ広域的に汚染源の特定をしていって、また広域的に

汚染の影響を科学的に見定めて分析して、対策を立てていかなければならないというふ

うに思っております。そのために必要な検査をやっていかなければならないしということ

であります。 

…現時点で日野市が単独で検査をという要望ですが、武蔵野、調布の情報も当然承知

しているが、言わば面的にこの調査を広げていくということとそれから統一的な手法によ

って比較検証を可能な形でやっていかなければならないと思っておりました、そういう形

での当然そういう調査の輪には加わっていかなければならないと思っております。…議

員のおっしゃることはしっかり受け止めてさせていただくということは、そのようにしてい

きたいと思って言いますが、現時点では市独自ではなく、東京都の調査に協力し、さらに

拡充する形での調査をとりあえずはやっていきたいと。また、様子を見ながら、今後単独

でどうするかを考えていきたいと思っております。 

 

 

 



３） 構造的欠陥機・オスプレイの飛来は中止を！ 

市長答弁 

ハード・クラッチエン・ゲージメントということで、そういう構造的欠陥があるというのは私

もはじめて知りました。 

当然、そういう構造的欠陥については、是正し安全性を確保しなければならないという風

に思っておりますし、当然その辺についての安全性の確保及び説明責任ということで、飛

行場周辺の自治体と共に、日野市も防衛相を通じて申し入れをしているところです。 

当然、今の自衛隊のオスプレイの航路についても、河川上ではなくて市街地をということ

で、言わば約束違反もあるわけであります。当然、空の安全安心を守る長として、それを

守ってもらわなければ困るということで、また、オスプレイの自体の危険性についても、し

っかりとその安全性の配慮、確保ということについてはやっていただかねばならないと。

また、それに対する説明責任も求めてまいります。 

ずっとこういう形で一進一退で、何か起きるたびにそういう話をさせていただいています

が、これからもそういう姿勢で、空の安全安心確保のために、できる限りのことを自治体

の長としてやっていきたいと思っております。 

 

 

 


